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社会における女性活躍の基盤としての学校・大学
ー日本成長戦略17分野における女性の現状と課題ー

令和８年４月27日（月）
文部科学省高等教育局
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社会における女性活躍の基盤としての学校・大学の実現に向けて

■近年、女性の大学進学率は大きく上昇。また、義務教育終了時の我が国の女性の数学的・科学的リテラシー
   は、OECD各国の男性よりも高い。 …P2、3
■女性の参画により研究の成果や企業のパフォーマンスが向上するという研究結果。理工系専攻の女性はそれ
   以外の分野を専攻した女性よりも年収が高い傾向。 …P4、5
■一方、我が国の高校教育・大学教育は、このような女性のポテンシャルを十分発揮できる状況となっていない。
・高1段階で数学的科学的リテラシーの高い女子生徒は約４割だが、普通科で理系を選択する女子は２割弱。
・我が国の理系学部定員は全体の３割しかなく、大学進学時には女性の理系専攻は５％に減少。

…P6
■我が国の大学は、伝統校が都市部に集中し女子比率と理系比率が低い一方、女子比率と理系比率が高い
   新設校は地方に多く立地。少子化により大学進学者数が2040年には約3割減少することが見込まれる中、
このままでは地方での高等教育へのアクセスが困難に。 …P10、11

日本成長戦略17分野における女性活躍を強力に推進するため、理数を中心に学ぶ生徒の確保をはじめ
とする高校教育改革とも連動し、大学の規模の適正化を図りつつ、以下の取組を強力に推進 …P12～

 産業構造の変化による人材需要に対応した大学教育のリバランス
・理工・デジタル人材育成の強化
・文理分断の学びからの脱却
 地域社会を支える人材の確保と高度化 1

今後の方向性

現状・課題
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（万人）

２

３年前の中学校
等卒業者

大学入学者

短大入学者

男女別・大学進学率等の推移

男性の4年制大学進学率

女性の４年制大学進学率
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義務教育終了段階の数学的・科学的リテラシー
義務教育終了段階の国際学力調査（OECDのPISA調査）において、日本は、「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」については、
安定的に世界トップレベルを維持。 また、女子の習熟度が高い生徒の割合は、OECD平均、アメリカ男子、フランス男子より高い。

レベル４以上

日本
男子 50.7%
女子 45.5%

アメリカ 男子 24.3%
フランス 男子 26.7%

OECD平均
男子 26.1%
女子 21%

男女別に見た習熟度レベル（レベル４以上）別の割合（2022年）

数学的リテラシー 科学的リテラシー

【出典】OECD生徒の学習到達度調査（PISA）
 2022年調査国際結果報告書

平均得点
OECD加盟国中の順位

〔順位の範囲〕
凡例

レベル４以上

日本
男子 48.4%
女子 46.2%

アメリカ 男子 33.4%
フランス 男子 27.2%

OECD平均
男子 25.5%
女子 23.7%



女性の参画による研究や企業業績への影響
男女混合の研究チームの研究の質

女性活躍に力を入れている企業のパフォーマンス

研究の質に関し、医療分野において、男女混
合の研究チームは同じ性別の研究チームと比
べ、斬新でインパクトの高い論文を出す確率
が高いとの分析結果がある。
【例】

・６人以上の研究チームにおいて、男女混
合の研究チームは高引用論文を出す確率が、
同じ性別の研究チームに比べて1.146倍高
い。

（ノースウェスタン大学の研究者等による分析（2022）

女性活躍に力を入れている企業は、株価や売上高営業利益率が市場平均を上回っているデータが存在。

令和７年度「なでしこ銘柄」レポート（経済産業省 令和７年度「なでしこ銘柄」事務局）
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© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

現在の就業状況：年代（20代～50代） 職業（正規の職員、パート、契約社員等含む）
属性別・年収水準別割合

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学等で理工系以外を専攻した女性

大学等で理工系を専攻した男性

大学等で理工系を専攻した女性

300万円未満 300万円～500万円未満 500万円～700万円未満 700万円～900万円未満
900万円～1,000万円未満 1,000万円以上 わからない/答えたくない

31.1%
(1,555名)

8.1%
(122名)

49.3%
(739名)

30.3%
(1,517名)

19.3%
(289名)

24.6%
(369名)

16.2%
(811名)

24.3%
(364名)

8.1%(122名)

5.6%
(280名)

18.5%
(277名)

3.3%(49名)

1.3%(65名)

6.7%
(100名)

15.4%
(231名)

1.6%(24名)

13.0%
(649名)

7.8%
(117名)

12.3%
(185名)

0.8%(12名)

2.5%(123名)

理工系を専攻した大卒女性と他分野を専攻した女性の処遇比較

大学等で理工系を専攻した女性は、理工系以外を専攻した女性と比べると年収水準が高い傾向が見られ
るが、理工系を専攻した男性に比べると低い水準となっている。

5
令和４年度文部科学省委託調査「女性理工系進学者等をめぐる状況調査」
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我が国の高等教育の現状と課題
①文理分断からの脱却

学歴別 高卒
(普通科)

高卒
(工業科) 高専卒 大卒・院卒

理系
大卒・院卒
文系

2040年
需給ミスマッチ 32万人 -91万人 -15万人 -124万人 76万人

2040年需要数/供給数 778万人/810万人 538万人/448万人 77万人/62万人 899万人/775万人 1549万人/1625万人

2022年就業者数 899万人 534万人 64万人 689万人 1678万人

職種別 専門職 うち
AI・ロボット等
利活用人材

事務職 現場人材
うち

生産工程従事者

2040年
需給ミスマッチ -181万人 -339万人 437万人 -260万人 -206万人

2040年需要数/供給数 1867万人/1686万人 782万人/443万人 1039万人/1476万人 3283万人/3023万人 731万人/525万人

2022年就業者数 1288万人 236万人 1455万人 3637万人 835万人

※総合科学技術・イノベーション会議
「Society5.0の実現に向けた教育・人材政策パッケージ」（令和4年6月）

※経済産業省 産業構造審議会
経済産業政策新機軸部会（令和8年3月5日）

「2040年の就業構造推計（改訂版）について」より 

理系学部定員の少なさとジェンダーギャップ

職業間・学歴間のミスマッチ



【専門高校の分野別男女比】 ※令和7年度

出典：文部科学省 「学校基本統計」

専門高校の分野別男女比

47.5%

13.0%

58.5%

52.5%

87.0%

41.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

農業

工業

商業 女性 男性
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大学・高専の男女比率

24.3%

46.2%

58.5%

51.6%

73.2%

47.5%

17.9%

29.4%

37.8%

63.8%

75.7%

53.8%

41.5%

48.4%

26.8%

52.5%

82.1%

70.6%

62.2%

36.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(10,495)

その他等(87,484)

教育(46,513)

保健（医歯薬学等）(55,607)

保健（看護学等）(24,261)

農学(18,613)

工学(93,868)

理学(19,661)

社会科学(199,767)

人文科学(84,977)

出典：令和７年度学校基本調査をもとに作成

大
学

高
専

8（ ）内の数値は、令和６年度の入学定員

女性 男性



【専門学校（専修学校専門課程）の分野別男女比率】 ※令和7年度

出典：文部科学省 「学校基本統計」

専門学校（専修学校専門課程）の分野別男女比率

9

19.7%

31.6%

71.9%

71.3%

76.3%

57.4%

68.9%

56.5%

80.3%

68.4%

28.1%

28.7%

23.7%

42.6%

31.1%

43.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

工業関係

農業関係

医療関係

衛生関係

教育・社会福祉関係

商業実務関係

服飾・家政関係

文化・教養関係

女性 男性
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明治期から１９５９年までに創設された
「第１世代大学」

私学平均 29.9％  26.2％
国立平均 59.5％ 96.9％
国公私平均 37.7％ 49.7％

入学定員：
約３６.７万人（５８％） 
（国9.0万:公1.2万:私26.5万)

約１３.０万人（２１％）

約７.３万人（１２％）

約６.２万人（１０％）

１９６０年から１９７４年までに創設された
「第２世代大学」

１９７５年から１９９７年までに創設された
「第３世代大学」

１９９８年以降に創設された「第４世代大学」

理系比率※ 数学必須
比率※

学生の家計年収  
・450万円未満：29.8%
・850万円以上：29.6%
大都市圏の大学の学生

 ：58.1%
女子学生の割合.54.7%

（※）

学生の家計年収  
・450万円未満：32.3%
・850万円以上：28.7%
大都市圏の大学の学生
   ：53.4%
女子学生の割合.56.0%

（※）

学生の家計年収  
・450万円未満：26.3%
・850万円以上：40.1%
大都市圏※の大学の学生

：92.6%
※ 大都市圏は、東京・神奈川・埼玉・千
葉・京都・大阪・兵庫・愛知
女子学生の割合：46.0%

（※）

学生の家計年収  
・450万円未満：32.4%
・850万円以上：33.1%
大都市圏の大学の学生
   ：63.9%
女子学生の割合：49.1%

（※）

私学平均  34.2％
国公私平均 34.7％

私学平均  36.7％   
国公私平均 37.7％

私学平均  49.8％   
国公私平均 50.3％  

理系比率

理系比率

理系比率

※数学必須比率は、一般選抜の募集
人員に対する個別テスト又は共通テスト
における数学を必須とする募集人員の
比率

急速な人口減少に伴い、現在、約63万人いる大学進学者数
は、2040年に約46万人まで減少すると推計。

※理系比率は、入学定員に
占める理、工、農、保健系
学部の募集人員の比率

※学生の家計年収の割合のデータは、（独）日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査」のデータ（私立大学対象）を使用して算出。
※女子学生の割合のデータは、濱中資料における２０１４年のデータ（私立大学対象）を使用（第１世代大学については、１０校のデー
タ）。

※大学の分類は濱中義隆（国立教育政策研究所 高等教育研究部）「学生調査から見た私立大学の学生・教育」（私立大学
等の振興に関する検討会議（２０１６年４月１３日））（以下「濱中資料」）による。

保健
８万人

（17％）

理工農系
14万人

（22％）

保健
８万人

（13％）

人社系
29万人（46％）

その他
12万人

（19％）

学士

高校

2024年

2040年

（※）高校の文理の内訳については、公益財団法人日本理科教育振興協会「令和６年度 高等学校 理系文系進路選択に関する調査結果」を使用

約63万人

約46万人

約65万人

2024年

2040年

理系
26万人（39％）

文系
20万人（31％）

専門
17万人

（26％）

総合学科
３万人

（５％）

理系
26万人（27％）

文系
45万人（47％）

専門
19万人

（20％）

総合学科
５万人

（５％）
約95万人
（※）

理工農系
16万人

（35％）

人社系
16万人

（34％）

その他
６万人

（14％）

（※）大学における理工農系、保健の数には、その他区分のうち理工農系・保健に関連する者の推計を含む。

少子化に対応するための高校・大学における文理分断の改善イメージ
（仮に、現在の高校普通科理系・専門高校、学士理工農系＋保健のシェアを増大するとした場合）

日本の高等教育の構造



18歳人口(※1)：10877人（2023年）→5732人（2040年）
大学進学者数(※2)：4863人（2023年）→2569人（2040年）
県内入学者数(※3)：3217人（2023年）→1927人（2040年）
（※１）2023年は、学校基本調査における３年前の中学校等卒業者、

2040年は社会保障・人口問題研究所の推計
（※２・３共通）2023年は、学校基本調査、2040年は学校基本調査をもとにした、文科省の推計
（※２）青森県に所在する高校等を卒業した者で、全国いずれかの大学に進学した者
（※３）青森県に所在する大学に入学した者（出身高校等の地域は問わない。）

-2.4 
-1.5 

-2.0 

1.7 

-1.2 
-1.3 

-3.8 

-9.8 

-4.1 
-1.9 

-8.0 

-3.3 

78.4 

2.9 

-2.2 -1.9 

0.9 

-1.6 
-1.2 

-5.4 -5.0 

-8.6 

4.2 

-4.3 

0.6 

19.0 

11.1 

-1.5 
-3.3 -2.1 

-0.6 -1.0 
-0.7 

-2.1 -0.4 
-0.7 -2.8 -2.1 

-0.6 

4.3 

-1.6 -1.4 
-1.3 

-0.9 
-1.9 -3.2 

-4.2 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

北
海
道

青
森

岩
手

宮
城

秋
田

山
形

福
島

茨
城

栃
木

群
馬

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

新
潟

富
山

石
川

福
井

山
梨

長
野

岐
阜

静
岡

愛
知

三
重

滋
賀

京
都

大
阪

兵
庫

奈
良

和
歌
山

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

佐
賀

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

鹿
児
島

沖
縄

（計算式）
（県外からの大学進学者数 － 県内高校から県外への大学進学者数）

※大学進学者数には過年度卒業者等を含む。

（千人）

設置主体＋大学＋学部名 定員数 所在市 定員累計 定員50 %
累計 設置主体＋大学＋学部名

【国】弘前大学医学部 322 弘前市 3,363 1,682 【国】弘前大学医学部
【国】弘前大学人文社会科学部 265 弘前市 3,041 1,521 【国】弘前大学人文社会科学部 ←1468（定員50％累計）
【公】青森県立保健大学健康科学部 216 青森市 2,776 1,388 【公】青森県立保健大学健康科学部
【国】弘前大学理工学部 360 弘前市 2,560 1,280 【国】弘前大学理工学部
【国】弘前大学教育学部 160 弘前市 2,200 1,100 【国】弘前大学教育学部 
【国】弘前大学農学生命科学部 215 弘前市 2,040 1,020 【国】弘前大学農学生命科学部
【公】青森公立大学経営経済学部 300 青森市 1,825 913 【公】青森公立大学経営経済学部
【私】青森大学総合経営学部 110 青森市 1,525 763 【私】青森大学総合経営学部
【私】青森大学ソフトウェア情報学部 50 青森市 1,415 708 【私】青森大学ソフトウェア情報学部 ←1468（定員累計）
【私】青森大学薬学部 70 青森市 1,365 683 【私】青森大学薬学部

635（定員50％累計）→ 【私】青森中央学院大学経営法学部 165 青森市 1,295 648 【私】青森中央学院大学経営法学部
【私】青森中央学院大学看護学部 80 青森市 1,130 565 【私】青森中央学院大学看護学部
【私】弘前医療福祉大学保健学部 120 弘前市 1,050 525 【私】弘前医療福祉大学保健学部
【私】弘前学院大学文学部 100 弘前市 930 465 【私】弘前学院大学文学部
【私】弘前学院大学社会福祉学部 50 弘前市 830 415 【私】弘前学院大学社会福祉学部
【私】弘前学院大学看護学部 70 弘前市 780 390 【私】弘前学院大学看護学部
【私】青森大学社会学部 70 青森市 710 355 【私】青森大学社会学部

635（定員累計）→ 【私】柴田学園大学生活創生学部 100 弘前市 640 320 【私】柴田学園大学生活創生学部
【私】八戸学院大学地域経営学部 80 八戸市 540 270 【私】八戸学院大学地域経営学部
【私】八戸学院大学健康医療学部 160 八戸市 460 230 【私】八戸学院大学健康医療学部
【私】八戸工業大学感性デザイン学部 50 八戸市 300 150 【私】八戸工業大学感性デザイン学部
【私】八戸工業大学工学部 250 八戸市 250 125 【私】八戸工業大学工学部

推計Ⅰ 推計Ⅱ

推計パターンA

推計パターンA

推計パターンB

推計パターンB

【青森県の事例分析】
推計パターンA：偏差値の低い順に進学者が全て失われると仮定
推計パターンB：偏差値の低い順に50%の進学者が失われ、その場合経営継続困難となると仮定
推計Ⅰ ：中央教育審議会大学分科会(第174回)(資料5-1(出生中位・死亡中位推計))に基づき分析
推計Ⅱ ：中央教育審議会「我が国の「知の総和」向上の未来像」（答申）関係データ集（4）（出生低

位・死亡低位推計）に基づき分析

※偏差値が同値の場合はランダムにソートしている。
※2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議（第6回） 【資料２】18歳人口の減少と地方大学の

近未来（島教授（東北大学）提出資料）をもとに文科省で一部加工

大学進学時の都道府県別流入・流出者数 地方大学の将来推計（青森県の分析）

流入超過
他県からの進学者数

の方が多い

流出超過
他県への進学者数

の方が多い

流入超過：９都府県
東京都、京都府、大阪府、愛知県、福岡県、神奈川県、宮城県、
石川県、滋賀県
流出超過：38道県
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高校教育改革のグランドデザインに基づき、普通科における理数系やDX・AIの重視、工業・農業等の専門高校の機能強化

2040年までに２万人の
理工農・デジタル系学部の

定員増
理工農・デジタル・保健系の

定員を５割に

443 431 430 427 421 419 417 406 398 390 379
304

230
174 138 115

106 115 115 118 119 118 114 123 130 129 135
184

237
259

255
250

30 33 31 24 26 25 28 25 20 25 26 42 45
53

77 87

22 22 25 32 35 39 42 47 53 57 61 71 89 115 131 149
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2024年度2025年度2026年度2027年度2028年度2029年度2030年度2031年度2032年度2033年度2034年度2035年度2036年度2037年度2038年度2039年度2040年度

単位：万人単位：校数

・知事と学長、産業界等がコンソーシアムで高校・
大学の在り方を見定め、協働して展開

人口減少下で地域を支える人材の需要を共有し、以下の施策を強力に推進
✓地域の医療、福祉、産業、インフラを支える人材を育成している大学をどのような形で持続させるかを
 特定し、重点支援
✓地域ニーズに対応した短期の実践的教育プログラムや専門高校・短大が連携した５年制一貫コースの検討
✓高等専門学校の設置促進 等

・文科省は経産省、厚労省、国交省、農水省等の
関係省庁との情報共有と横軸を通した政策展開

2025年度：新1,000億基金としてリスタート（令和７年度補正）

選定・支援開始（2026年度早期～）
第１回公募は2028年度以降順次学生受け入れ

（以後、準備の整った大学を順次支援）

大学の
検討・
申請

関係省庁と連携して、大規模大学と構想段階から対話を実施し、伴走支援

18歳人口 大学進学者数

成長分野転換コンソーシアム（仮称）を通じ、若手研究者との人的マッチング等、質や実現可能性の高い構想を支援

※大学進学者が2040年に46万人に減少することを
前提に、仮定を置いて試算

183校(6.2万人)

79校(4.2万人)

238校(16万人)

101校(24万人)

※括弧の中は
2024年の入学
定員

18歳人口減少期における大学の機能強化

＜人口減少が私立大学（※）の経営に及ぼす影響予測（イメージ）＞

大都市圏の大規模私学における理工農・デジタル人材育成強化、人文・社会科学系学部の教育の質の向上(学生教員比率の向上・数理併修)

地域を支える人材育成・確保

高校教育改革

 健全な経営状況(資金流出傾向にない)

 中期的な資金ショートリスクがある（耐久年数10年以上）

 資金ショートリスクが高い（耐久年数4年以上10年未満）

 資金ショートリスクが特に高い（耐久年数4年未満）

◆「学校法人の運用資産÷収入減に伴う年間赤字額」
で資金ショートリスク（耐久年数）を算出し、以下に分類

（主な仮定）
・学生生徒等納付金収入の減少割合は、全ての学校法
人に大学等において全国一律の割合（2025～2034
年は年間0.9%減、2035～2040年は年間6.2%減
で計算）

・大学以外の種別の設置校（中学・高校等）を有する
学校法人は、収入が全ての設置校で大学と同じ割合で
減少するものとして計算

・学校法人の経常支出額は2024年度決算と変わらない
（今後の経費削減は考慮しない）

・入学定員2,000人以上の大規模大学、医学部設置
大学は恒常的な資金流出には陥らないものとして扱い、
グリーンゾーンに計上

・国公立大学は、18歳人口の減少に関わらず定員が充
足する

                      など

2031年度末から順次卒業生輩出

第Ⅰ期 大学の量的規模適正化総合施策 第Ⅱ期 大学の量的規模適正化総合施策 入学者急減期

急速な人口減少が進む中で、大学規模の適正化は必要。他方、将来の社会構造を見据え、機能強化を行う大学へ重点的に支援。

（※）2024年度時点で設置されている私立大学
（短期大学、通信制大学、大学院大学及び募集停 

止中の大学を除く）601校が対象 12



高校・大学を通じて大転換するには

高校教育改革基金
を都道府県に造成（※）

２,９５０億円
※安定財源を確保した上で、
新たな交付金等を創設

成長分野転換基金に
２００億円追加
既存分と合わせて

約１,０００億円で推進

①徹底した高校教育改革
（ⅰ）デジタル化による理数の学びへの潜在的な関心を活かし、理数を

 中心に学ぶ生徒を確保。
  （例：コンピュータグラフィクスには行列やベクトルの理解が不可欠で生徒の潜在的関心は高い）

（ⅱ）地域の社会や経済を担うアドバンスト・エッセンシャルワーカーの
 育成のため、工業、農業等の専門高校の機能強化を支援。

（ⅲ）地方の生徒はもとより誰一人取り残さず、全国どこにいても多様で
質の高い学びを保障するため、地域のアクセス・多様な学びを確保。

②大学教育の構造改革
（ⅰ）大都市の私立大学の理工農・デジタル分野の重視、人文・社会

科学系学部の入学定員のダウンサイジングによるST比(学生教員数

比率) の改善や理数分野併修を通じた教育の質の向上
（ⅱ）公立の高専(高等専門学校)の設置を促進し、地域のインフラを支

える人材を育成
（ⅲ）知事と学長が人材需要を共有し、地域企業の支援や大都市

大学との連携などにより地域に不可欠な医療や福祉、産業、イン
 フラ分野等の人材を育成し、地域の高等教育へのアクセスの確 
保方策を協議・実行（高校・大学間連携も含めた取組を推進

 する「地域構想推進プラットフォーム」の構築）
※これらの取組において、ポスドク・助教等の活用、リ・スキリング、博士課程の充実など国立大学が全面的に支援 13



 18歳人口は、2034年度までは100万人を維持するが、その後、2040年度までの６年間で74万
人まで急減。

大学の量的規模について当面18歳人口は100万人を維持するからと現段階で何ら施策を講じなけ
れば、2035年度以降、大学の閉鎖などが相次いで生じ、当事者のみならず社会全体に大きな悪影
響。

 そのため、2026年度から30年度の5年間を第Ⅰ期、31年度から35年度を第Ⅱ期とする「大学の
量的規模適正化総合施策」を講じる。
大学の規模の適正化を図りつつ、学生数の減少という構造の中で、一人一人の学生に対する支援の
充実と教育の質の向上、文理分断からの脱却を図る。

ａ. 各道府県の2040年の社会・就業構造を踏まえ、地域の医療、福祉、産業、インフラ等を支える人
材を確保する上で必要な当該道府県の高校・大学の在り方・規模を各道府県及び関係省庁と連
携して把握。〔～2027年度〕

ｂ. 首都圏・大都市圏の大規模私学の理工・デジタル分野への展開、人社系学部のダウンサイジング
による質の向上・数理併修により、文理分断からの脱却を強力に推進（私学助成の厳格化・重点
化等）。〔2026年度～〕

ｃ. ａを踏まえ、地域における高等教育機会の確保に資するよう、設置認可の厳格化とともに、首都
圏・大都市圏の大学の量的な規模を含めた日本全体の大学の分野・地域のリバランス。

②大学の量的規模適正化総合施策

①18歳人口と大学の量的規模
大学の量的規模についての対応①

14
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ｄ. 経営体力がある段階で自らの意思で撤退した先行事例を踏まえ、円滑な撤退を可能とする仕組
みや条件を整えつつ文科省・私学事業団が一体となって金融機関の専門家等と連携して経営体力
がある段階での撤退を慫慂。
〔2026年度以降、経営指導の対象を100校程度に拡大するとともに、留学生の在籍管理について
は、2025年度より「改善指導対象校」の指定をスタートし、モニタリングを実施。〕

ｅ. 国立大学については、2028年度にスタートする第5期中期目標期間において、基礎研究の充実、
研究力の強化とともに、ａについて設置道府県の高等教育機関のコーディネート役として知事と対
話し施策推進を担うとともに、自大学においても、18歳人口減少下における理数・デジタル分野の
強化、学部から大学院へのシフト、すべての学部で学生が一定の数理に関するリテラシーを持ってい
るという知的インフラセクターとして地域をリードし支える機能の強化などを果たすべく、第5期の各大
学の構想を、文科省・有識者との間で対話し、その質を高める。〔2025年度～〕

ｆ. 公立大学については、首長との連携の下、当該地域の人材養成ニーズを踏まえ、高等学校や他の
高等教育機関との連携を推進。私立大学からの安易な転換が起こらないよう、関係機関と連携し
てガイドラインを策定。

g. 地域を支える人材の規模や分野について、文科省として内閣官房、経産省、厚労省、国交省、農
水省などと情報を共有しつつ密接に連携（日本成長戦略会議 人材育成分科会 等）。

h. 短期大学・専門職短期大学の活用、専門高校・短期大学等が連携した５年制一貫コースの検
討、高等専門学校の設置促進・機能強化など地域の社会や産業の実状に応じた社会人を含めた
学びを可能とする施策を展開。特に社会人のリ・スキリングは、生産性の向上と処遇の改善にとって
極めて重要であり、経産省・厚労省・経済団体と連携しつつ推進。

②大学の量的規模適正化総合施策
大学の量的規模についての対応②
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第７期科学技術・イノベーション基本計画（2026年3月27日閣議決定（抜粋））
第２章 知の基盤としての「科学の再興」
３．多様な場で活躍する科学技術人材の継続的な輩出
（５）次世代の科学技術人材育成の強化

 理系離れを起こすことなく、高等教育段階においても適性や関心に応じて学べる環境を確保するとともに、社会の構造的変化に伴
って生じる人材需給ギャップを解消するべく、「文理分断型の学び」からの脱却、産業イノベーション人材育成等に資する高校教育改
革・高等教育の構造改革を行う。大学・高専機能強化促進事業を通じ、将来の社会・産業構造変化を見据え、地域の産業や社
会に必要な科学技術人材の育成を一層促進するために、大学等の成長分野への組織再編や実践的技術者教育を担う高等専
門学校の新設等を促進するとともに、理数的素養を身に付ける教育の質的転換を推進する。なお、大学等におけるリ・スキリングに
ついては、産業界や地域のニーズ等を踏まえた上で、質の高いプログラムの構築や持続的な体制の形成・発展に取り組む。

６．基盤的経費の確保と大学改革の一体的推進等
（３）基盤的経費の確保 
       近年の物価・人件費の上昇等も踏まえつつ、国立大学法人運営費交付金・施設整備費補助金等の基盤的経費を着実に確保

する。 第５期中期目標期間（2028～2033年度）に向けて、国立大学法人運営費交付金については、各法人の改革を促進
しつつ、ミッションや機能強化の方向性に沿った活動を安定的に支援していくことができるよう、その在り方を見直していく。
 良好な研究環境確保に必要な施設整備費補助金については、建築資材高騰・労務費の上昇等の影響や、老朽施設の増大を

踏まえ、安定的に確保する。 
附属病院については、大学病院が担う教育・研究やその前提となる経営基盤の強化といった観点も含めて、支援の充実を図る。
私学助成についても、物価上昇等を踏まえつつ着実に確保するとともに、配分の見直し等により、日本の産業を支える成長分野

の人材育成や、研究環境の充実に取り組む大学等を重点的に支援する枠組みを構築する。また、私立大学等の基盤的な教育研
究設備の充実を図りつつ、日本の産業を支える理工農系人材の育成等に必要な研究設備を重点支援することにより教育研究基
盤の向上を図る。

政府全体で大学・国研等の研究機関を支える視点を重視し、具体的には、政府全体として基礎研究・学術研究への投資への
優先順位の変更を検討するとともに、科学とビジネスの近接化を踏まえ、出口を所管する各府省庁からの研究機関に対する積極的
な投資を推進する。また、産業界からの大学・国研等への投資を促進するべく税制の見直しを含めて様々な取組を推進することで、
財源の多様化を図る。
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（４）高等教育機関の機能分化、規模の適正化 
2040年に向けた18歳人口の急減や、デジタル社会における価値創出にとって理数の学びが必須となっている状況に直ちに対応

すべく、高校教育改革とも連動した形で、我が国の研究力強化と将来の社会・産業構造の変化への対応に向け、(3)の視点も踏ま
えつつ、大学の機能強化や地域における質の高い高等教育へのアクセス確保、再編・統合を含めた大学の規模の適正化に向けた
総合的な施策を、第７期基本計画期間を第Ⅰ期として推進する。

具体的には、2040年の社会・就業構造を踏まえ、各地域において人口減少下で地域を支える人材の需要を共有し、地域の医
療、福祉、産業、インフラ等を支える人材を育成している大学が持続可能となるための重点支援を行うとともに、首都圏・大都市圏
の大学の理工・デジタル分野への展開等による文理分断からの脱却を強力に推進することで、日本全体の大学の分野、地域のリバ
ランスを実現する。また、経営体力がある段階での円滑な撤退への支援や、私立大学から公立大学への安易な転換が起こらないよ
う、留意すべき事項等の明確化、地域の社会や産業の実情に応じた社会人を含めた学びを可能とする施策の展開等の取組を総
合的に推進する。

第７章 推進体制・ガバナンスの改革
2.基盤的経費の確保と研究大学におけるマネジメント改革
（２）基盤的経費について

科学技術・イノベーション政策の効果的な推進のためには、多様で卓越した知を創造する基盤である大学・国研等における基盤
的経費の確保が不可欠である。関係府省は、それぞれの社会・経済課題の対応には大学・国研等における基礎研究・学術研究の
成果の活用が極めて重要になってきていることを踏まえ、それらへの投資の拡充と基盤強化に取り組むことが必要である。 

その際、国立大学法人等の基盤的経費である国立大学法人運営費交付金について、物価・人件費の上昇等を踏まえつつ、基
礎研究の充実等を行うため、大幅な拡充を図る。なお、第５期中期目標期間（2028～2033年度）に向けて、各法人の改革を
促進しつつ、ミッションや機能強化の方向性に沿った活動を安定的に支援していくことができるよう、教育研究をベースとした経費につ
いて物価等の変動に対応させる観点も含め、安定性をより向上させた仕組みとするなど、 運営費交付金の在り方を見直す。
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成長分野転換基金の具体的取組

〇 大妻女子大学 データサイエンス学部
（R7開設）

# ポイント
 東日本の女子大で初のデータサイエン
ス学部

 大学として初の理系学部
（内容）
・ 統計・情報に加え、経済・経営も体系的に学び、

企業の中でデータとビジネスを結びつける人材を
育成

・ 実社会が抱える課題を発見・解決する力を身に
付け、自立して学び、働き続けることができる女性
の育成を目標

取組例②
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取組例①

〇 安田女子大学 理工学部
（R7開設）

# ポイント
 全国初の女子大理工学部
（生物科学科、情報科学科、建築学科）
 実践的な学びを促進するため「地域連
携センター」を設置

（内容）
・ 「理学」と「工学」を俯瞰的に学び、現代社会が

抱える複雑な課題に対して柔軟に取り組める女
性理系人材を養成

・ 理工学部の全ての学科において、社会や地域と
の連携を前提としたプロジェクト演習を重点的
に展開



入学者の多様性確保に向けた選抜について

第３ 入試方法
１ （略）
２ 上記１（１）から（３）の入試方法【補記：一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜】において、各大学の判断により、

入学者の多様性を確保する観点から、入学定員の一部について、以下のような多様な入学者の選抜を工夫することが望まし
い。
（１）高等学校の専門教育を主とする学科（以下「専門学科」という。）又は総合学科卒業生及び卒業見込み者
（２）帰国生徒（中国引揚者等生徒を含む。）又は社会人
（３）家庭環境、居住地域、国籍、性別等に関して多様な背景等を持った者

家庭環境、居住地域、国籍、性別等の要因により進学機会の確保に困難があると認められる者その他各大学において
入学者の多様性を確保する観点から対象になると考える者（例えば、理工系分野における女子等）について、入学
志願者の努力のプロセス、意欲、目的意識等を重視した評価・判定を行うことが望ましい。
その際には、こうした選抜の趣旨や方法について社会に対し合理的な説明を行うことや、入学志願者の大学教育を受け

るために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等を適切に評価すること。

■令和８年度大学入学者選抜実施要項（令和７年６月３日付文部科学省高等教育局長通知）（抄）

〇 多様な価値観が集まり新たな価値を創造するキャンパスを実現する観点から、各大学の創意工夫の一方策
として、アドミッション・ポリシーに基づき、各大学がキャンパスに多様性をもたらすことができると考える者を対象
とする選抜を実施することも有効

〇 そうした選抜が実施できることを明確にするため、入学者選抜の基本方針である「大学入学者選抜実施要
項」において、令和５年度より「多様な背景を持った者を対象とする選抜」の対象の一例として「理工系分野
における女子等」の記載を追加

■背景
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【留意すべき点】 入学者の多様性確保に向けた選抜について

（１）当該枠を導入する背景
（観点の例）当該分野において、特定の属性の入学者が過少であるとする理由や背景をどのように分析しているか。

（２）当該枠により養成する人材（入学する者に期待する人材像）
（観点の例）当該特定の属性の受験者が、特にどのような資質・能力を入学後に発揮してほしいと期待しているのか。

（３）選抜方法
（観点の例）現行の選抜方法や評価尺度からどのような違いを持たせながら、どのような評価尺度（小論文、面接、活動報告書など）により評価するのか。

また、それらが（２）の能力等を適切に評価できるものとなっているのか。

 合理的な理由なく、性別、年齢、現役・既卒の別、出身地域、居住地域等の属性を理由として一律に取
扱いの差異を設けることは公平性・公正性を欠く不適切な入試である。

■属性により取扱いの差異を設ける場合に留意すべき点

② 選抜区分（枠）を分けて実施すること  

前提

① 選抜趣旨や方法について、合理的な説明ができること  
（最低限求められる要素）  

 入学志願者の属性が要因となり、進学機会の確保に困難があることを理由として実施する場合

 入学者の多様性を確保するために実施する場合
当該選抜を実施することにより、社会的障壁の除去の一助となることが合理的に説明できる必要がある。

当該枠の設定を検討する分野（学科等）ごとに、例えば以下の観点について、合理的に説明できる必要がある。

同一選抜区分においては、公平な条件での実施が不可欠であるため、特定の属性により取扱いの差異を設ける場合は、原則として
選抜区分（枠）を分けて実施する必要がある。
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【参考】 入学者の多様性確保に向けた選抜の事例（理工系分野における女子）

東京科学大学（理工学系）
■背景
女子学生の比率が長年にわたり低い状態が続いている現状を打破するた

め、女子枠を導入することを決断。

■対象学科等と女子学生比率
理学院（6.9%）、工学院（8.0%）、物質理工学院（13.9%）、
情報理工学院（7.4%）、生命理工学院（22.6%）、環境・社会
理工学院（27.6%）【令和5年度時点】

■養成する人材像
多様性のもつ力を生かして、これまでなかった「もの」や「こと」を生み出し、社

会に新しい価値や夢を提供するとともに、さまざまな社会や分野でありたい未
来の実現に向けて活躍できる理工系人材。
この女子枠の創設により、本学の学修環境を理想的なものに近づけるとと

もに、より多くの女性科学者・技術者を社会のさまざまな分野に輩出するとい
う使命に応えていく。

■選抜方法（令和８年度入学者選抜）
総合型選抜及び学校推薦型選抜。学力検査（共通テストと本学が実施

する教科・科目に係る個別テスト）、志願理由書、調査書及び各学院が指
定する提出書類によって実施。
（例）工学院 の場合
大学入学共通テスト：６教科８科目（国語、地理歴史・公民、数

学、理科、外国語、情報）
総合問題（面接）：ダイバーシティ社会に貢献するために工学院で学び

たいこと、及び自身の将来像を踏まえた志望動機、並びに与えられた
物理や数学（数学Ⅲを含む）のテーマに関して論理的かつ明解に説
明する能力を評価。

■募集人員（令和８年度入学者選抜）
154名（1,108名中）
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京都大学（理学部・工学部）
■背景
様々な属性や背景を持つ学生たちが互いに存分に語り合い、議論をしなが

ら学びを深める環境を実現するために、キャンパス構成員の多様性を十分に
確保することが極めて重要。また、多様な視点を取り入れることは日本の国
際競争力を回復するためにも重要。これまでも高大連携事業を始め様々な
取組を実施してはいるものの、理工系の学生のうち女性の割合の向上につな
がっていない。

■対象学科等と女子学生比率
理学部（7.9％）、工学部（10.1％）【令和5年度時点】

■養成する人材像
将来の我が国の科学技術・イノベーションの創出に貢献できるポテンシャル

のある人材を育成し、更なる優れた女子学生のロールモデルとなることを期待
する。

■選抜方法（令和８年度入学者選抜）
一般選抜では測りにくい多様な能力並びに志を総合的に評価するため、総

合型選抜（理学部）及び学校推薦型選抜（工学部）を活用。
（例）総合型選抜（理学部）
提出書類、能力測定考査、口頭試問及び大学入学共通テスト（６教
科８科目。国語、地理歴史・公民、数学、理科、外国語、情報）の成
績を総合して決定。
・能力測定考査（物理学・数学入試）：物理学及び数学の理解力、

問題解決力、論理的思考力、明解な説明能力などを評価
・能力測定考査（宇宙・地球惑星科学入試）：小論文により宇宙・

地球・惑星への科学的な興味や好奇心に裏打ちされた論理的思考
力や問題発見力、課題解決能力などについて評価。

■募集人員（令和８年度入学者選抜）
39名（1,286名中）
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【参考】 入学者の多様性確保に向けた選抜の事例（理工系分野における女子）

名古屋工業大学

■背景
産業界からの理工系女性人材育成の要請に基づき、平成６年から女子

特別選抜を実施。女子学生数は上昇傾向にあるものの、直近の女子入学
者比率は２１．４％に留まっている。

■対象学科等と女子学生比率
物理工学科（7.4%）、電気・機械工学科（11.8%）、
情報工学科（11.5%）、社会工学科（24.2%）【令和7年度時点】

■養成する人材像
工学分野における男女がそれぞれの個性を理解し尊重し学び合うことで、

新たな技術・価値の創出に貢献することのできる多様な人材。
女性研究者・技術者が様々な技術開発や課題解決のために必要不可

欠であるというメッセージを社会に送り、女子が工学分野を卒業後の進路
（キャリアパス）として選択することを後押しすることにつながることを期待。

■選抜方法（令和８年度入学者選抜）
学校推薦型選抜。第1次選考合格者に対して、筆記試験及び面接を実

施し、筆記試験及び面接の成績を総合して評価。
第１次選考：書類選考（推薦書、調査書及びエントリーカード）
第２次選考：大学独自の筆記試験（数学、理科「物理」）及び面接

（志望学科及び分野への「関心の高さ」、「意欲」、「適性」な
どについて評価）

■募集人員（令和８年度入学者選抜）
28名（495名中）

芝浦工業大学

■背景
本学ではダイバーシティ推進に力を入れており、ジェンダーギャップを解消し、よ

り多くの女子エンジニアを育成することで日本の国際競争力の低下に歯止めを
かける必要があるという課題意識から本選抜を実施。

■対象学科等と女子学生比率
工学部（17.5%）、システム理工学部（24.9%）、
デザイン工学部（38.0%）、建築学部（36.5%）【令和7年度時点】

■養成する人材像
理工学の基礎知識及び幅広い専門分野の知識を活用して、持続型社会

の実現のために世界の諸問題を解決できるとともに、建学の精神に謳われる
社会に貢献する理工系人材にふさわしい以下の能力を有した学生を育成。
・世界と社会の多様性を認識し、高い倫理観を持った理工系人材として行
動できる。

  ・問題を特定し、問題解決に必要な知識・スキルを認識し、不足分を自己
学修し、社会・経済的制約条件を踏まえ、基礎科学と専門知識を運用
し、問題を解決できる。

  ・関係する人々とのコミュニケーションを図り、チームで仕事ができる。

■選抜方法（令和８年度入学者選抜）
総合型選抜。書類審査、基礎学力調査及び面接を通じ、多面的・総合

的に評価
書類審査：提出された自己推薦書・調査書等による審査
基礎学力調査：数学、理科の基礎的理解度を測る調査
面接：志望動機や入学後のプラン、将来のビジョンなどについてのディスカッ

 ションを通じて、分野の適性や表現力、論理的思考能力、コミュニ
 ケーション能力を評価

■募集人員（令和８年度入学者選抜）
124名（2,080名中）



【参考】 入学者の多様性確保に向けた選抜の事例（理工系分野における女子）

奈良高専

■女子学生比率（令和7年度現在）
学校全体：26.3％（女子学生267人／全学生1,016人）
（参考：導入前年度の女子学生比率）
16.1％（女子学生164人／全学生1,020人）

■アドミッションポリシー
技術者や研究者になるという強い意志を持ち、率先して社会の発展に貢

献したい人で総合的で高い基礎学力がある人の入学を期待。

■選抜方法（令和8年度入学者選抜）
調査書と面接（個人面接）の結果を総合して合否を判定。女性エンジニ

アリーダー養成枠は一般推薦枠よりも調査書の要件を高く設定。

＜出願要件（調査書）＞
・第2、第3学年の評価点合計の合算が84点以上（90点満点）
・第2、第3学年の評価点がそれぞれ40点以上（45点満点）

（一般推薦選抜の要件）
・第2、第3学年の評価点合計の合算が76点以上（90点満点）

■募集人員（令和8年度入学者選抜）
一般推薦枠と合わせて120名（入学定員200名）
※女性エンジニアリーダー養成枠単独の定員設定はない（異なる選抜方
法を用いているのみ）

■備考
2027年度入試より「女子エンジニアリーダー養成枠」を「卓越エンジニア

養成枠」に名称変更し、性別関係なく出願できるよう変更予定。なお「卓
越エンジニア養成枠」は80名の募集を行う予定であるが、そのうち半数
（定員の20％）を女子の枠とする予定。

※令和元年度から実施
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神戸市立高専
■女子学生比率（令和7年度現在）
学校全体：19.9％（女子学生241人／全学生1,211人）

■アドミッションポリシー
学業・人物ともに優秀で、入学意思が強く、志望学科に対して適正・興味

及び関心を有し、将来女性エンジニアリーダーとして日本の産業を支える意思
が強いこと

■選抜方法（令和8年度入学者選抜）
調査書と面接（口頭試問）の結果を総合して合否を判定。女性エンジニ

ア養成枠は一般推薦枠よりも調査書の要件を高く設定。

＜出願要件（調査書）＞
・第1～3学年の9教科の学業成績が5段階評価で評価点合計を合算し
たものが120点以上（135点満点）の評価の者。
・第2～3学年の数学、理科、英語、技術・家庭の評価点を合算して36点
以上（40点満点）の評価の者。 

（一般推薦選抜の要件）
・評定にかかる要件なし

■募集人員
20名（入学定員240名）

■備考
神戸市立高専では、女性エンジニア養成枠に加え、高度情報専門人材

育成枠も導入。プログラミングコンテスト参加経験や、開発した作品等を評価
して合否判定を行っている（入学定員4名）

※令和8年度から実施


